
Q1-1_申請はどのように行いますか。

・支援金の申請・支給などについては、道が事業者に委託し、事業者が「事務局」を設置して行いま
す。
・申請については、次の専用サイトよりお申し込みください。

教育旅行支援事務局 http://hokkaido-syuryo.com/support_project/

（１）制度全般について

Q1-2_申請は、誰がどのように行うのですか。

・申請者は、【対象となる教育旅行の手配を行う旅行会社】又は【対象となる教育旅行の手配を
自ら行う学校（小規模校で旅行会社を介さない場合など）】となります。
・旅行会社に手配を依頼して教育旅行を行う学校においては、旅行会社と協議の上、本事業の活
用についてご検討ください。

Q1-3_申請書の提出期限はありますか。

・旅行出発日の30日前までに必着で、申請書を事務局に提出していただきます。
・ただし、６月８日までの間に実施される宿泊を伴う教育旅行については、遡っての申請や旅行出
発日の30日前を過ぎての申請も受付けますが、審査の結果によっては、支援金が支給されない場
合がありますので、ご留意願います。

Q1-4_支援金はいつ支給されますか。

・旅行を実施した後、報告書を提出いただきます。事務局では、報告書を受理後、内容を審査して
完了確認を行い支援額の確定を通知した後、原則として14日以内に指定口座への振込を行うこと
を予定しています。

令和４年度 教育旅行支援事業Q＆A
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Q1-5_対象となる教育旅行はいつから、いつまでですか。

・令和４年（2022年）４月１日から令和５年（2023年）３月10日までの間に実施される教
育旅行が対象となります。ただし、新型コロナウイルス感染症蔓延等やむを得ない理由により３月
11日以降に実施することとなった教育旅行については、事務局が指定する日までに実績報告書類
の提出ができるものについては対象とすることができます。

Q1-6_報告書の提出期限はありますか。

・教育旅行終了後６０日以内又は令和５年（2023年）３月14日のいずれか早い期日までに、
報告書を提出していただきます。
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・本事業で対象となる経費は、「２台目の利用等に係るバス借上料及び部屋数増等に伴う増加経
費」であり、増加経費以外の旅行代金分を対象とする事業との併用は可能です。それぞれの事業
の支援対象経費を分けて管理して下さい。

（例１）旅行代金に対しての支援事業（道費以外）との併用 ⇒ 可能

・本事業の支援対象となる「２台目のバス」や「部屋数増分」の経費に対して、他の支援金等を利
用する場合は、当該支援金の額を経費から差し引いた額を上限として支援金を支給します。

（例２）追加のバス代金14万円のうち、4万円が他の事業（道費以外）により支援された場合
⇒ 10万円分を本事業で支給

・上記いずれの場合においても、北海道が実施する他の事業との併用はできません。（教育旅行
支援事業支援金交付要綱第６条（３））

（例３）「HOKKAIDO LOVE!割」など、道が実施する事業が適用された旅行商品との併用
⇒不可能（どちらかの事業しか適用できません）

Q1-7_他の事業との併用は可能ですか。
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Q1-８_日帰りの見学旅行は対象にならないのですか。

・教育課程に位置づけられているスキー・スケート等の冬季観光施設を利用する日帰り活動に限り
対象となります。

本事業対象分

Q1-９_支援金額は税抜で申請するのですか。

・旅行会社が申請する場合は、課税事業者であれば、税抜金額での申請となります（支援金額に
消費税相当分が含まれた場合、仕入税額控除の際に支援金の消費税相当分が事業者に残る
ことになるため）。

・学校が申請する場合は、税込金額での申請となります。
・実績報告の際は、駐車代等の領収書を提出していただきますが、旅行会社が申請した場合は、こ
れらの費用についても支出額（領収書の金額）から消費税等を差し引いた金額が対象となります。
各社、経理担当者等とご確認の上申請を行ってください。

他事業による支援

本事業対象分

他事業による支援

貸切バス等及び部屋数を
増やすことに伴う経費旅行代金

貸切バス等及び部屋数を
増やすことに伴う経費旅行代金
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Q1-11_実績報告書（様式第４－１号）に添付する貸切バス等事業者及び宿泊事業者への
支払い額を証明する書類とはどのようなものですか。

○申請者が旅行会社の場合
当該支援金額の確認ができる、「貸切バス等事業者及び宿泊事業者へ発行したクーポン」、「領

収書」又は「振込が確認できるもの」のいずれか。

○申請者が学校の場合
当該支援金額の確認ができる、「領収書」又は「振込が確認できるもの」のいずれか。

Q1-10 旅行会社が申請する際、様式１－４号、１－５号、１－６号は学校への確認は必要
ですか。

・旅行会社の申請で企画手配旅行で教育旅行を実施する場合、様式１－４号、１－５号につ
いては学校への提示確認は基本的に必要ありません。しかし学校側から提示を求められた場合は、
任意の書式等で各社にて対応してください。



Q2-2_貸切バスの支援金の額はいくらですか。

・宿泊を伴う教育旅行において、通常１クラスで１台利用する貸切バスを２台に増やして実施する
場合、２台目の利用に係るバス借上料を上限140,000円の範囲内で、実費を支援します。
・日帰りで実施されるスキー・スケート等の冬季観光施設を利用する活動については、２台目の利
用に係るバス借上料を上限82,500円の範囲内で、実費を支援します。

（２）バスの手配関係

Q2-1_貸切バスを2台に増やす場合の基準はありますか。

・１台の貸切バスに乗車するとした場合、乗車定員（正座席）に対し、乗車する児童・生徒・教
員（以下「生徒等」という。）の人数が50％以上となる場合を対象とします。
・なお、乗務員（運転手及びガイド）は上記の人数に含みません。

（例）乗車定員45人の大型バスの場合、23人以上の生徒等が乗車する場合に対象。

Q2-3_1校あたりのクラス数、日数、回数の上限はありますか。

・クラス数、日数、回数の上限はありません。

Q2-4_貸切バスの支援金には、バスの利用に必要な高速料金などは含まれますか。

・バスの利用に必要な料金は、支援金に含みます。
・具体的には、有料道路代、駐車場代、ガイド代、乗務員（運転手、ガイド）の宿泊費用、消費
税（学校が申請者になる場合等）を対象とします。
・乗務員（運転手、ガイド）の昼食は対象外となります。
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・支援金の上限額を超えた場合の差額については、参加者負担とするなど学校と旅行会社で取扱
いをご検討下さい。

Q2-5_２台目のバスの料金が支援金の上限を超えた場合はどのような取扱いとなりますか。

・交付決定を受けた経費（貸切バス等及び宿泊部屋数に係る増加経費）に関してキャンセル料
が生じた場合については、旅行会社又は学校とバス事業者及び宿泊事業者が締結した契約内容
に応じた額を上限に支援金として交付します。

Q2-6_教育旅行の全部若しくは一部を新型コロナウイルス感染症の影響等により中止した場
合は支援してもらえないのか。



Q2-9_利用するバス会社等の条件はありますか。

・一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業所のバス及びタクシーとします。
・また、本事業は、「新北海道スタイル」に対応した「密」を避ける教育旅行の実施に必要な経費を
支援する目的で実施することから、契約する事業者は、「新北海道スタイル」安心宣言を掲示し実
践するとともに、道の「感染拡大防止ガイドライン策定普及モデル事業」により策定したガイドラインを
遵守する事業者としてください。
●新北海道スタイル（全ての事業者が対象）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm
●感染拡大防止ガイドライン策定普及モデル事業

バス・タクシーにおける新型コロナウイルス感染症感染防止対策ガイドライン（第５版）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/bus-taxi-guideline.pdf

・なお、支援金の支給にあたっては、事業者の取組を支援金交付対象者（申請者）が確認する
ことを条件とします。
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Q2-7_中型バスを利用している学校が、密を避けるために、大型バスに車両を変更する場合は
対象となりますか。

・基本的な考え方として、１台のバスを２台に増やす場合を対象としますが、もともと利用予定だっ
た中型バスの乗車定員（正座席）について、乗車する生徒等の人数が50％以上の場合で、今
回、大型バスに車両を変更することにより、密を避けられ、２台にするより安価になる場合は、対象
とします。この場合、大型バスと中型バスの料金の差額が支援対象となります。

中型バス借上料
￥60,000

￥80,000

大型バス借上料

この増加部分が
本支援金の対象
となります

増加分
￥20,000

・対象になります。

Q2-8_小規模校であるため、バスではなくジャンボタクシーを利用していますが、これを２台、も
しくはバス１台に変更する場合は対象となりますか。
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・複数回実施される場合は、学校毎に1-1、1-2、1-3はまとめて申請することが可能です。ただし、
1-6については１回毎に作成してご提出ください。
・また、貸切バスの運行会社から発行される運送引受書についても、１回毎に提出してください。

Q2-11_学校では、学年ごとに複数回のスキー、スケート学習が実施されますが、申請書類は
１回毎に様式1-1、1-2、1-3、1-6を提出するのですか。

Q2-10_利用する冬季観光施設等の条件はありますか。

・利用する冬季観光施設は、「新北海道スタイル」安心宣言を掲示し実践する施設であり、かつ、
業界が策定したガイドラインを遵守する施設とします。
・なお、北海道索道協会に加盟しているスキー場においては、ガイドラインへの対応に係る自主点検
票を作成していますので、各スキー場に対応状況をご確認ください。
●北海道索道協会

http://h-sakudo.jp



（３）宿泊施設の手配関係

Q3-1_宿泊施設の支援金の額は、いくらですか。

・１部屋あたりの宿泊人数を減らして実施する場合、部屋数増に伴う増加経費を、１人１泊あたり
3,000円（税込み）の範囲内で、実費で支援します。

（例）40名のクラスが、当初、1室【5名定員】の部屋を【5名で利用】する予定だったものを、
【4名で利用】とする場合。

⇒この場合の支援上限額は、（3,000円×40名＝120,000円） となります。
⇒1人あたり単価＠8,000円が＠10,000円に上がった場合、増加経費（80,000円）を支援
⇒［上限額120,000円＞増加経費80,000円］支援額は増加経費分の80,000円

定員利用（５名） 減員利用（4名） 差額

利用室数 8室 10室 2室増

一人あたり単価 @8,000円 @10,000円 @2,000円増

合計 320,000円 400,000円 80,000円増

Q3-4_部屋数増加の代金が１人１泊あたり3,000円を超えた場合はどのような取扱いとなりま
すか。

・部屋数増加の代金が１人１泊あたり上限3,000円を超えた場合は、支援額は上限の3,000円
です。差額は参加者負担とするなど学校と旅行会社で取扱いをご検討ください。

Q3-3_1校あたりの人数、日数の上限はありますか。

・人数、日数の上限はありません。
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Q3-5_教員等の引率者も部屋数増加等の支援対象となるか。

・児童、生徒のみ対象となります。

Q3-2_部屋数を増加せず、定員数の大きい部屋に変更する場合は対象となりますか。
例）「定員５名の部屋を５名で利用」⇒「定員８名の部屋を５名で利用」

・対象となります。
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Q3-6_利用する宿泊施設の条件はありますか。

・旅館業法により旅館業の許可を受けた者が営む「旅館・ホテル営業」及び「簡易宿所営業」並びに
住宅宿泊事業法により住宅宿泊事業の届出をした者が営む「住宅」とします。
・また、本事業は、「新北海道スタイル」に対応した「密」を避ける教育旅行の実施に必要な経費を支
援する目的で実施することから、契約する事業者は、「新北海道スタイル」安心宣言を掲示し実践す
るとともに、道の「感染拡大防止ガイドライン策定普及モデル事業」により策定したガイドラインを遵守
する事業者としてください。
●新北海道スタイル（全ての施設が対象）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm
●感染拡大防止ガイドライン策定普及モデル事業（宴会部門を有する施設のみ対象）

北海道ホテル・旅館［宴会部門］感染拡大防止ポータルサイト
https://www.enkai-gl.com/

（参考）
新型コロナウイルス感染症対策施設紹介サイト
https://safe-travel.visit-hokkaido.jp/

・なお、支援金の支給にあたっては、事業者の取組を支援金交付対象者（申請者）が確認するこ
とを条件とします。


